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平成１７年第 1 回砥部町議会臨時会（第 1 日） 
平成１７年２月１５日（火） 

午前９時００分開会 
 

○議会事務担当課長（原田公夫君） 本臨時議会は、一般選挙後初めての議会でござい

ます。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長の議員が

臨時に議長の職務を行うことになっております。出席議員のうち玉井議員が年長者でご

ざいますので、ご紹介します。どうぞ、よろしくお願いいたします。玉井議員、議長席

にお着き願います。 
○臨時議長（玉井啓補君） ただいま紹介されました玉井です。地方自治法第１０７条

の規定により、議長選挙の終わるまでの間、臨時に議長職務を行います。どうぞご協力

のほどよろしくお願いいたします。ただ今から、平成１７年第１回砥部町議会臨時会を

開会いたします。本日の会議を開きます。議事進行につきましては、砥部町議会会議規

則がまだ制定されておりませんので、それまでは発議第１号で提案される砥部町議会会

議規則案により進行させていただきます。これにご異議ございませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（玉井啓補君） 異議なしと認めます。よって、これより議事の進行につい

ては、砥部町議会会議規則案により進行させていただきます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 仮議席の指定 
○臨時議長（玉井啓補君） 日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいま

ご着席の議席と指定します。町長より招集のあいさつがあります。中村町長。 
○町長（中村剛志君） 臨時会の開会にあたり一言ご挨拶を申し上げます。新しい砥部

町の船出の年、議員の皆様とともに先の選挙におきまして、町民の皆様の温かいご指示

をいただきましたことは新砥部町第 1 期目の町政を担うものとして誠に光栄であり、言

葉には表せない感激を覚えております。同時に、新しい砥部町が一回り大きくなってス

タートできましたことは、議員の皆様を始め両町村民の皆様のご尽力のお陰であり、あ

らためて衷心より感謝を申し上げます。私としましても町民の皆様がより幸せに暮らせ

るよう、決意も新たに一生懸命町政運営に邁進する所存であります。どうか議員の皆様

におかれましては、一層のご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 
さて、本日は新町になって最初の臨時会でございます。議員の皆様にとりましても初

議会になりますが、首尾よく新体制を整えていただき、町民の皆様の付託に応えながら

円滑に町政が運営できますよう、よろしくお願いを申し上げます。本来なら新町最初の

議会でありますので、就任にあたり町政運営の決意を述べるところでございますが、３

月の定例会を２０日余り後に控えており、その際に詳しく述べさせていただきたいと思

います。ただ、私の政治理念であります公正、公平、平等、町民の皆様はお客様であり

株主であるという基本姿勢はなんら変わるところはございません。新町の町づくりにお



きましても、このことを基本に町政を運営してまいりたいと考えておりますので、ご指

導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
さて本臨時会におきましては、専決処分に係る承認案件等８０件を超える事項につい

てご審議をいただくわけでございますが、いずれも詳細ご説明申し上げますので、ご審

議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 
○臨時議長（玉井啓補君） 町長よりの招集挨拶が終わりましたので、ここでしばらく

休憩いたします。休憩時間を利用して全員協議会を開催しますので、よろしくお願いい

たします。 
 

午前 ９時０５分 休憩 
午後 １時２７分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 議長の選挙 
○臨時議長（玉井啓補君） それでは再開いたします。日程第２、議長の選挙を行いま

す。おはかりいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の

規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（玉井啓補君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行

うことに決定いたしました。おはかりいたします。指名の方法については、臨時議長が

指名することにしたいと思いますが、この件につきましてご異議ございませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（玉井啓補君） 異議なしと認めます。よって臨時議長が指名することに決

定いたしました。議長に田室博志君を指名いたします。 

おはかりいたします。ただいま臨時議長が指名しました田室博志君を議長の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（玉井啓補君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

田室博志君が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました田室博志君が議場

におられます。会議規則案第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。田室議

長にご挨拶をお願いします。 
○議長（田室博志君） 一言、議長就任のごあいさつを申し上げます。ただいまの議長

選挙におきまして、議員各位に多数のご推挙によりまして、新砥部町初代議長に選出賜

りました。誠に光栄であり、衷心よりお礼申し上げます。それと同時に地方分権が名実

ともに実行の段階に入り、地方の権限と責任が拡大していく中、意思決定機関である議

会の役割も一段と重要さを増してきている事を考えますとき、議長職の重責を痛感して

おります。もとより微力ではございますが、議会が町民の皆様の負託に応えることがで



きるよう、円滑な議会運営と活性化に最善をつくしてまいる所存でございます。現在日

本は大きな変化をとげる転換期にあります。本町は１月１日に合併し、新しくスタート

をきったところでございますが、本町を取り巻く状況も大変厳しいものがございますけ

れども、よりよき新砥部町のまちづくりのために一生懸命努力をしてまいりたいと考え

ております。議会に与えられた権限、機能を最高に生かしながら、公平にしてかつ公正

に信義に満ちた議会運営に努力をしてまいる所存でございますので、議員の皆様方の今

後より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、中村町長を

はじめといたしまして、町職員、管理職の皆様方にもご指導を賜りますことを心からお

願いを申し上げまして、議長就任のあいさつとさしていただきます。ありがとうござい

ました。 

○臨時議長（玉井啓補君） これで臨時議長の職務は、全部終了いたしました。不慣れ

な臨時議長でございましたが、みなさんのご協力誠にありがとうございました。それで

は田室議長、議長席にお着き願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１ 議席の指定 

○議長（田室博志君） 追加議事日程は、お手元に配布のとおりです。追加日程第１、

議席の指定を行ないます。議席は、会議規則案第４条第１項の規定により、ただいまご

着席のとおり指定します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（田室博志君） 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
会議録署名議員は、会議規則案第１１８条の規定により、１番 山口元之君、２番 
政岡洋三郎君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第３ 会期の決定 
○議長（田室博志君） 追加日程第３、会期の決定を議題にします。 
おはかりします。本臨時会の会期は、本日から２月１６日までの２日間にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって会期は、本日から２月１６日まで

の２日間に決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４ 副議長の選挙 
○議長（田室博志君） 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 



おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこ

とに決定しました。 

おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しまし

た。副議長に中島博志君を指名します。 

おはかりします。ただいま、議長が指名しました中島博志君を副議長の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よってただいま指名しました中島博志君

が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選されました中島博志君が議場におら

れます。会議規則案第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。中島博志君に、

副議長にご挨拶をお願いします。 
○副議長（中島博志君） 副議長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。このたび

の議員皆様方のご推挙によりまして、副議長の要職に就任させていただくことになりま

した。大変名誉なことであり、感激いたしているところでございます。同時にまた、責

任の重大さを痛感しているところでございます。皆様方には今後ともご指導とご助言を

いただきながら名誉ある席を汚さずに、その職責を全うするよう最大の努力をいたした

いと決意しているしだいであります。この上とも、ご協力、ご鞭撻賜りますようお願い

申し上げまして就任のご挨拶といたします。どうもありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５ 発議第１号 砥部町議会会議規則の制定について 
追加日程第６ 発議第２号 砥部町議会委員会条例の制定について 
追加日程第７ 発議第３号 砥部町議会傍聴規則の制定について 
追加日程第８ 発議第４号 砥部町議会事務局設置条例の制定について 

（趣旨説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第５、発議第１号から追加日程第８、発議第４号まで

の議会に関する条例、規則の制定についての４件を一括議題とします。本案について趣

旨説明を求めます。山口元之君。 

○１番（山口元之君） 発議第１号、砥部町議会会議規則の制定について。砥部町議会

会議規則案を別紙のとおり提出する。平成１７年２月１５日。提出者 砥部町議会議員 

山口元之。賛成者 砥部町議会議員 政岡洋三郎。同 西岡章一。提案理由、地方自治

法第１２０条の規定により砥部町議会会議規則を制定するものである。 



○議長（田室博志君） 土居美智子君。 

○４番（土居美智子君） 発議第２号、砥部町議会委員会条例の制定について。砥部町

議会委員会条例案を別紙のとおり提出する。平成１７年２月１５日。提出者 砥部町議

会議員 土居美智子。賛成者 砥部町議会議員 中村茂。同じく西村良彰。提案理由、

地方自治法第１０９条第１項の規定により砥部町議会委員会条例を制定するもので

ある。 
○議長（田室博志君） 井上洋一君。 

○７番（井上洋一君） 発議第３号、砥部町議会傍聴規則の制定について。砥部町議会

傍聴規則案を別紙のとおり提出する。平成１７年２月１５日。提出者 砥部町議会議員 

井上洋一。賛成者 砥部町議会議員 樋口泰幸。同上栗林政伸。提案理由、地方自治法

第１３０条第３項の規定により砥部町議会傍聴規則を制定するものである。 
○議長（田室博志君） 土居英昭君。 

○１０番（土居英昭君） 発議第４号、砥部町議会事務局設置条例の制定について。砥

部町議会事務局設置条例案を別紙のとおり提出する。平成１７年２月１５日。提出者 

砥部町議会議員 土居英昭。賛成者 砥部町議会議員 宮内光久、同上大野和博。提案

理由、地方自治法第１３８条第２項の規定により砥部町議会事務局設置条例を制定

するものである。以上でございます。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
 [質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 

発議第１号から発議第４号までの議会に関する条例、規則の制定についての４件を一

括採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって発議第１号から発議第４号までの

議会に関する条例、規則の制定についての４件は、原案のとおり可決されました。ただ

いま可決いたしました議案の公布手続等のため休憩いたします。なお、休憩時間を利用

して、全員協議会を開催いたします。 

 

午後 １時４３分 休憩 

午後 ２時１８分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９ 常任委員の選任 
○議長（田室博志君） 再開します。追加日程第９、常任委員の選任を行います。 



おはかりします。常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、

お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって常任委員は、お手元に配布の名簿

のとおり選任することに決定しました。ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用し

て、各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行って下さい。また委員会終

了後、全員協議会を開催いたします。 
 

午後 ２時１９分 休憩 
午後 ４時１４分 再開 

 
○議長（田室博志君） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に各常任委員会

において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりま

したので報告します。総務文教常任委員会委員長に玉井啓補君、副委員長に土居美智子

君。厚生常任委員会委員長に西村良彰君、副委員長に中村茂君。産業建設常任委員会委

員長に三谷喜好君、副委員長に樋口泰幸君。以上のとおり互選された旨の報告がありま

した。今後、ご協力の程よろしくお願いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１０ 議会運営委員の選任 
○議長（田室博志君） 追加日程第１０、議会運営委員の選任を行います。 
おはかりします。議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定に

より、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議会運営委員は、お手元に配布の

名簿のとおり選任することに決定しました。 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１１ 特別委員会の設置及び委員の選任 
○議長（田室博志君） 追加日程第１１、特別委員会の設置及び委員の選任についてを

議題とします。 

おはかりします。下水道整備事業については、１８人の委員で構成する下水道整備特

別委員会を設置し、これに付託して審査し、議会広報の調査研究については、５人の委

員で構成する議会広報調査特別委員会を設置し、これに付託して調査することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって下水道整備事業については、１８

人の委員で構成する下水道整備特別委員会を設置し、これに付託して審査し、議会広報



の調査研究については、５人の委員で構成する議会広報調査特別委員会を設置し、これ

に付託して調査することに決定しました。ただいま設置されました下水道整備特別委員

会委員及び議会広報調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第 1項の

規定によりお手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、下水道整備特別委員会の委員及

び議会広報調査特別委員会の委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定

しました。ここで、しばらく休憩します。休憩時間を利用して、議会運営委員会、下水

道整備特別委員会、議会広報調査特別委員会の順で、それぞれの委員会を開催し、委員

長及び副委員長の互選を行って下さい。 

 

午後４時１７分 休憩 

午後４時４５分 再開 

 
○議長（田室博志君） 再開します。本日の会議時間は議事の都合によりまして延長を

いたします。しばらく休憩をいたします。しばらく休憩ということでやらしていただき

ます。よろしくお願いします。 
 

午後４時４７分 休憩 

午後５時３５分 再開 

 
○議長（田室博志君） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に議会運営委員

会、下水道整備特別委員会及び議会広報調査特別委員会において、委員長及び副委員長

の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりましたので報告します。議会運営

委員会委員長に平岡文男君、副委員長に栗林政伸君。下水道整備特別委員会委員長に土

居英昭君。副委員長に西村良彰君。議会広報調査特別委員会委員長に中村茂君。副委員

長に土居美智子君。以上のとおり互選された旨の報告がありました。今後、ご協力の程

よろしくお願いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１２ 伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙 
○議長（田室博志君） 追加日程第１２、伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙を

行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこ



とに決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しまし

た。伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に西村良彰君、中村茂君、栗林政伸君を指名し

ます。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました西村良彰君、中村茂君、栗林政伸君

を伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました西村良彰

君、中村茂君、栗林政伸君が伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されました。 
ただいま、伊予消防等事務組合議会議員に当選されました西村良彰君、中村茂君、栗林

政伸君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知を

します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１３ 伊予市外二町共有物組合議会議員の選挙 
○議長（田室博志君） 追加日程第１３、伊予市外二町共有物組合議会議員の選挙を行

います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこ

とに決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しまし

た。伊予市外二町共有物組合議会議員に山口元之君、政岡洋三郎君、井上洋一君、栗林

政伸君、土居英昭君、橋本敏彦君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました山口元之君、政岡洋三郎君、井上洋

一君、栗林政伸君、土居英昭君、橋本敏彦君を伊予市外二町共有物組合議会議員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました山口元之

君、政岡洋三郎君、井上洋一君、栗林政伸君、土居英昭君、橋本敏彦君が伊予市外二町

共有物組合議会議員に当選されました。ただいま、伊予市外二町共有物組合議会議員に



当選されました山口元之君、政岡洋三郎君、井上洋一君、栗林政伸君、土居英昭君が議

場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１４ 伊予消防等事務組合議会議員の選挙 
○議長（田室博志君） 追加日程第１４、伊予消防等事務組合議会議員の選挙を行いま

す。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこ

とに決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しまし

た。伊予消防等事務組合議会議員に樋口泰幸君、中島博志君、三谷喜好君を指名します。

おはかりします。ただいま、議長が指名しました樋口泰幸君、中島博志君、三谷喜好君

を伊予消防等事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました樋口泰幸

君、中島博志君、三谷喜好君が伊予消防等事務組合議会議員に当選されました。ただい

ま、伊予消防等事務組合議会議員に当選されました樋口泰幸君、中島博志君、三谷喜好

君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をしま

す。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１５ 内山衛生事務組合議会議員の選挙 
○議長（田室博志君） 追加日程第１５、内山衛生事務組合議会議員の選挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこ

とに決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しまし



た。内山衛生事務組合議会議員に西村良彰君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました西村良彰君を内山衛生事務組合議会

議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました西村良彰

君が内山衛生事務組合議会議員に当選されました。ただいま、内山衛生事務組合議会議

員に当選されました西村良彰君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規

定により当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１６ 砥部町土地開発公社役員の選任 
○議長（田室博志君） 追加日程第１６、砥部町土地開発公社役員の選任について報告

します。砥部町土地開発公社の理事に大野和博君、西岡章一君、宮内光久君、中村茂君、

監事に西村良彰君を選任しました。以上で本日の日程は、すべて終了しました。本日は

これで散会します。 
 

午後 ５時４３分 散会 
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平成１７年第 1 回砥部町議会臨時会（第２日） 
平成１７年２月１６日（水） 

午前９時００分開会 
 
○議長（田室博志君） これから本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１ 承認第１号 専決第１号の承認について 
追加日程第２ 承認第２号 専決第２号の承認について 
追加日程第３ 承認第３号 専決第３号の承認について 
追加日程第４ 承認第４号 専決第４号の承認について 
追加日程第５ 承認第５号 専決第５号の承認について 
追加日程第６ 承認第６号 専決第６号の承認について 
追加日程第７ 承認第７号 専決第７号の承認について 
追加日程第８ 承認第８号 専決第８号の承認について 
追加日程第９ 承認第９号 専決第９号の承認について 
追加日程第１０ 承認第１０号 専決第１０号の承認について 
追加日程第１１ 承認第１１号 専決第１１号の承認について 
追加日程第１２ 承認第１２号 専決第１２号の承認について 
追加日程第１３ 承認第１３号 専決第１３号の承認について 
追加日程第１４ 承認第１４号 専決第２３号の承認について 
追加日程第１５ 承認第１５号 専決第２６号の承認について 
追加日程第１６ 承認第１６号 専決第１４号の承認について 
追加日程第１７ 承認第１７号 専決第１５号の承認について 
追加日程第１８ 承認第１８号 専決第１６号の承認について 
追加日程第１９ 承認第１９号 専決第１７号の承認について 
追加日程第２０ 承認第２０号 専決第１８号の承認について 
追加日程第２１ 承認第２１号 専決第１９号の承認について 
追加日程第２２ 承認第２２号 専決第２０号の承認について 
追加日程第２３ 承認第２３号 専決第２１号の承認について 
追加日程第２４ 承認第２４号 専決第２２号の承認について 
追加日程第２５ 承認第２５号 専決第２４号の承認について 
追加日程第２６ 承認第２６号 専決第２５号の承認について 
追加日程第２７ 承認第２７号 専決第２７号の承認について 
追加日程第２８ 承認第２８号 専決第２８号の承認について 
追加日程第２９ 承認第２９号 専決第２９号の承認について 
追加日程第３０ 承認第３０号 専決第３０号の承認について 
追加日程第３１ 承認第３１号 専決第３１号の承認について 
追加日程第３２ 承認第３２号 専決第３２号の承認について 
追加日程第３３ 承認第３３号 専決第３３号の承認について 
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追加日程第３４ 承認第３４号 専決第３４号の承認について 
追加日程第３５ 承認第３５号 専決第３５号の承認について 
追加日程第３６ 承認第３６号 専決第３６号の承認について 
追加日程第３７ 承認第３７号 専決第３７号の承認について 
追加日程第３８ 承認第３８号 専決第３８号の承認について 
追加日程第３９ 承認第３９号 専決第３９号の承認について 
追加日程第４０ 承認第４０号 専決第４０号の承認について 
追加日程第４１ 承認第４１号 専決第４１号の承認について 
追加日程第４２ 承認第４２号 専決第４２号の承認について 
追加日程第４３ 承認第４３号 専決第４３号の承認について 

（提案理由説明、質疑、討論、採択） 
○議長（田室博志君） 追加日程第１、承認第１号から追加日程第４３、承認第４３

号までの専決処分の承認についての４３件を一括議題とします。本案について提案理

由の説明を求めます。柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） 承認第１号につきまして説明をさせていただきます。専決

処分第１号の承認について地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。平成１７年

２月１６日、砥部町長 中村剛志。１ページめくっていただきまして、専決第１号砥

部町条例の制定につきまして、１７年１月１日職務執行者において専決処分をしてお

ります。その内容は条例第１号砥部町役場の位置を定める条例以下、条例第１５３号

砥部町消防団条例まで砥部町、旧砥部町広田村合併協議会において協議してまいりま

したとおり、例規の統合を図り新砥部町の条例として新たに制定をしております。そ

れぞれその内容につきましては、先にお手元にお配りしております例規集のとおりで

ございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の程、お願いい

たします。 
○議長（田室博志君） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉君） 失礼します。追加日程第２から追加日程第１３まで

まとめてご説明させていただきます。まず、新設合併に伴う予算につきましては、地

方自治法施行令第２条の規定により議会の議決を経て予算が成立するまで、職務執行

者が暫定予算を調整し、執行することとなっております。この暫定予算は、議会で予

算が成立した時点で、その効力を失い、暫定予算に基づく支出は当該本予算に基づく

支出または債務負担とみなされることになります。あとで説明いたします、１６年度

本予算が、暫定予算を包み込む形になります。暫定予算は大まかに見ますと、本予算

の９割程度を予算化しております。まず専決処分第２号でございますが、一般会計予

算の暫定予算でございます。歳入歳出２８億１，７２８万５千円となっております。

続きまして承認第３号専決処分第３号の承認についてでございますが、これは国民健

康保険事業特別会計暫定予算でございます。歳入歳出５億５，５０２万円となってお

ります。続きまして承認第４号、専決処分第４号の承認についてでございますが、老

人保健特別会計暫定予算となっております。歳入予算、あー、歳入歳出予算６億１１

０万８千円でございます。続きまして専決処分第５号でございますが、介護保険事業
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特別会計暫定予算となっております。歳入歳出４億４，０６７万８千円でございます。 
続きまして専決処分第５号介護保険事業特別会計暫定予算でございますが、歳入歳出

４億４，０６７万８千円となっております。次に専決処分第６号梅野奨学資金特別会

計暫定予算でございますが、歳入歳出予算６４万８千円でございます。よろしいでし

ょうか。続きまして専決処分第７号でございますが、奨学資金特別会計暫定予算でご

ざいます。歳入歳出１万円でございます。続きまして専決処分第８号でございますが、

とべの館特別会計暫定予算でございまして、歳入歳出１，４９２万５千円としており

ます。続きましてとべ温泉特別会計暫定予算は、歳入歳出１，５９６万７千円でござ

います。失礼しました、専決処分第９号でございます。続きまして専決処分第１０号

土地取得特別会計暫定予算歳入歳出１万５千円でございます。続きまして専決処分第

１１号農業集落排水特別会計暫定予算でございますが、歳入歳出１億３，２８２万９

千円計上しております。続きまして専決処分第１２号浄化槽特別会計暫定予算につき

ましては、歳入歳出２，９５５万１千円を計上しております。最後でございますが、

専決処分第１３号水道事業会計暫定予算は収益的支出、資本的支出、合計１億４，４

６３万５千円となっております。以上、１２の会計につきまして暫定予算を含んで執

行いたしております。細部につきましては、あとから説明に入ります各会計の本予算

の内容と重複いたしますので、説明を省略させていただきます。以上でございます。 
○議長（田室博志君） 柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） 続きまして。承認第１４号から４３号まで一括して説明を

さしていただきます。いずれも１月１日新町発足に伴いまして、施行の必要があり、

職務執行者において専決処分をしたものでございます。 
まず承認第１４号専決処分第２３号についてでございますが、これは砥部町指定金

融機関の指定についてでございます。旧砥部町と同様指定し、金融機関をえひめ中央

農業協同組合、位置が松山市千舟町８丁目１２８番地１。取り扱う事務の範囲が砥部

町の公金の収納及び支払事務ということで指定をさしていただいております。 
続きまして承認第１５号でございますが、専決処分第２６号といたしまして、公平委

員会への事務の委託につきまして、新砥部町として改めて愛媛県との間で公平委員会

の事務の委託を契約するものでございます。 
続きまして承認第１６号専決処分第１４号の承認につきましては、愛媛県市町村退

職手当組合への加入でございますが、新砥部町として新たに加入するものでございま

す。 
続きまして承認第１７号でございますが、専決処分第１５号といたしまして愛媛県

消防団員等災害補償退職報償金組合へ新砥部町として加入するものでございます。 
続きまして承認第１８号、専決処分第１６号の承認についてでございますが、愛媛

県市町村交通災害共済組合へ新砥部町として加入をするものでございます。 
続きまして承認第１９号専決処分第１７号の承認につきましては、愛媛県自治会館

管理組合への新砥部町としての加入についてでございます。 
続きまして承認第２０号専決処分第１８号の承認につきましては愛媛県町村議会議

員公務災害補償等組合への砥部町としての新規加入でございます。 
次の承認第２１号専決処分第１９号の承認につきましては、松山広域福祉事務組合
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への加入に係ります専決処分でございます。 
続きまして承認第２２号専決処分第２０号でございますが、松山衛生事務組合へ新

砥部町として加入するものでございます。 
続きまして承認第２３号専決処分第２１号の承認につきましては、松山地区広域市

町村圏協議会への加入に関する専決処分でございます。 
続きまして承認第２５号専決処分第２４号の承認につきましては、大洲・喜多衛生

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につきまして、１７

年１月１１日から大洲・喜多衛生事務組合を大洲市及び他の地方公共団体が組織する

一部事務組合とするために専決処分するものでございます。 
続きまして承認第２７号専決処分第２７号の愛媛県自治会館管理組合を組織する地

方公共団体の数の減少につきまして、１７年の１月１０日をもって長浜町、肱川町及

び河辺村が自治会館から脱退するということで専決処分をしております。 
続きまして承認第２８号専決処分第２８号の承認につきましては、同様、大洲市、

長浜町と肱川町、河辺村が大洲市と合併することにより脱退するということで愛媛県

自治会館管理組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分について専決処分をしたもの

でございます。 
承認第２９号専決処分第２９号につきましても、大洲市、長浜町、肱川町、河辺村

の合併に伴うもので、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合を組織する地方公共

団体の数の減少について専決処分をしたものでございます。 
次の承認第３０号専決処分第３０号の承認につきましては、これも新大洲市の誕生

に伴うものでございまして、愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び組織規約の変更について専決処分したものでございます。 
承認第３１号専決処分第３１号の承認につきましても長浜町、肱川町、河辺村を愛

媛県町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う愛媛

県町村議会議員公務災害補償等組合規約につきまして変更をしたものでございます。 
承認第３２号専決処分第３２号の承認につきましては、長浜、肱川、河辺村が消滅す

るに伴いまして、愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合からの構成団体の脱退に伴

う財産処分について専決したものでございます。 
承認第３３号専決処分第３３号の承認につきましても１７年１月１１日をもって、

長浜町、肱川町及び河辺村が消滅をいたしました。それに伴いまして、愛媛県市町村

交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について専

決処分をいたしたものでございます。 
承認第３４号につきましては、１７年の１月１５日をもって朝倉村、玉川町、波方、

大西、菊間、吉海、宮窪、伯方、上浦、大三島、関前村が消滅したことに伴いまして、

愛媛県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数が減少したものでございまして、

これを専決処分したものでございます。 
承認第３５号専決処分第３５号の承認につきましても、先程の１１町村が減少した

ことに伴いまして、愛媛県自治会館管理組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分に

つきまして専決をいたしたものでございます。 
続きまして承認第３６号につきましても１１町村の消滅に伴いまして、愛媛県消防
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団員等災害補償退職報償金組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う組合規約の

変更につきまして専決で処分をしたものでございます。 
続きまして承認第３７号専決処分第３７号の承認につきましてでございますが、先

程の朝倉以下１１町村が消滅したことに伴いまして、愛媛県消防団員等災害補償退職

報償金組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分につきまして専決処分をしたもので

ございます。 
続きまして承認第３８号専決処分第３８号の承認につきましても新今治市の誕生に

よりまして１１の市町村が減少ということで愛媛県市町村職員退職手当組合を組織す

る地方公共団体の数の減少に伴う組合規約の変更について専決処分をいたしたもので

ございます。 
続きまして承認第３９号専決処分第３９号の承認につきましても、新今治市誕生に

より１１の町村が消滅したため、愛媛県市町村職員退職組合からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について専決処分をしたものでございます。 
続きまして承認第４０号専決処分第４０号の承認につきましても、今治市誕生によ

る組合の構成団体の減少に伴うものでございまして、愛媛県町村議会議員公務災害補

償等組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う愛媛県町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更について専決処分をしたものでございます。 
承認第４１号専決処分第４１号の承認につきましても、今治市の誕生により１１の

町村が消滅したことに伴うものでございまして、愛媛県町村議会議員公務災害補償等

組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分について専決処分をしたものでございます。 
続きまして承認第４２号専決処分第４２号の承認につきましても、新今治市の誕生に

伴うものでございまして、愛媛県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の

数の減少に伴う組合規約の変更について専決処分をしたものでございます。 
承認第４３号専決処分第４３号の承認につきましても、新今治市の誕生による１１

の町村消滅に伴うものでございまして、愛媛県市町村交通災害組合からの構成団体の

脱退に伴う財産処分について専決をさせていただいたものでございます。以上でござ

いますよろしくお願いいたします。 
申し訳ございません。承認第２４号が、すみません、承認第２４号専決処分第２２

号の承認につきまして伊予地区介護認定審査会を組織する地方公共団体の数の増加に

つきまして専決処分をさしていただいておりますが、これは新砥部町として新たに加

入するものでございます。以上。申し訳ございませんでした。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。はい、三谷議員。 
○１８番（三谷喜好君） 専決で決められておりますが、その中で一つだけ私の考え

いいますか、あれを述べてみたいと思いますが、ご案内のように地方自治法の２３５

条の第２項の規定についてお尋ねしてみたいと思います。本来なら私どもの組織をご

利用していただいておること、個人的にはやぶさかでございませんし、ありがたく思

っておりますが、ご案内のように４月からペイオフ等いろんな問題等の中で、この指

定の金融機関は１社のみにすることがベターなのか、町内にいろいろある会社を総合

的な中で、いわゆる作っていただいて指定金融にすることもこれもペイオフ対策の一
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つになるんじゃなかろうか。そのようなことも考えてお尋ねをいたしておりますが、

職務執行者は三好さんでございました。新しくなられた町長、これについてはやはり

２３５条の２項の規定によって、やっぱり従来どおりでいくおつもりなのか、少々考

えてみるあれがあるのかどうかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（田室博志君） 中村町長。 
○町長（中村剛志君） この町の指定金融機関でございますが、いま中央農協さんの

方になっております。これもいまからもう１７、８年前、２０年近く前に指定をされ

たと思います。そういうことでまだあの検討の段階にははいっておりませんが、この

ことについてはもう少し勉強の時間をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（田室博志君） 他にないですか。はい。 
○８番（樋口泰幸君） ３号もしくは４号、承認の３号、４号、５号のところでちょ

っと松下課長の説明の中で、数字的にこちらの表と合わないようなところが見受けら

れたんですが、ちょっともう一度説明してくれませんか。 

○議長（田室博志君） はい、松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉君） 失礼します。 

 ご指摘の点は、専決処分第４号の、失礼しました第３号の国保会計の分だと思いま

すが、私が申しましたのは、事業勘定と直営診療所勘定をトータルした額でございま

して、説明が不十分で申し訳ございませんでした。事業勘定が５億１，７８１万４千

円、それから直営診療所勘定が３，７２０万６千円でございまして、トータルの金額

を申しました。専決処分第５号の介護保険事業の暫定予算につきましても、事業勘定

が４億３，４８０万円でございまして、介護サービス事業勘定が５８７万８千円ござ

いまして、トータルの金額でございます。以上でございます。 

○議長（田室博志君） 他にないでしょうか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） それでは質疑を終わります。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 
[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
承認第１号から承認第４３号までの４３件を一括して採決を行います。本案は、原

案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。 
よって承認第１号から承認第４３号までの専決処分の承認についての４３件について

は原案のとおり承認されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４４ 議案第１号 砥部町人権尊重の町づくり条例 
（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第４４、議案第１号砥部町人権尊重の町づくり条例

についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大野生涯学習課
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長。 
○生涯学習課長（大野哲郎君） 砥部町人権尊重の町づくり条例についてご説明申し

上げます。議案第１号砥部町人権尊重の町づくり条例を別紙のように制定する。平成

１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。提案理由でございますが、町民一人ひ

とりが、お互いの基本的人権を尊重し、差別や偏見のない明るい住みよい町づくりを

実現するため、その指針を定めたいので提案するものです。別紙の条文をご覧下さい。

第１条は本条例の目的でございます。第１条のみ朗読させていただきます。この条例

は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消していくために、町及び町民の果

たす責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、

差別のない真に人権が尊重される町づくりを実現することを目的とする。続いて第２

条に町の責務、第３条に町民の責務を明記しております。第４条からはその推進方策

を明記しております。以上で私の説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろし

くお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。 
よって議案第１号砥部町人権尊重の町づくり条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４５ 議案第２号 砥部町行財政改革推進委員会設置条例 
（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第４５、議案第２号砥部町行財政改革推進委員会設

置条例についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。柳田総務

課長。 
○総務課長（柳田穫君） 議案第２号について説明をさしていただきます。砥部町行

財政改革推進委員会設置条例を別紙のように制定する。別紙をご覧下さい。砥部町行

財政改革推進委員会設置条例でございますが、第１条で設置につきまして規定をして

おりまして、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、砥部町行財政改革推

進委員会を設置するものでございます。第２条につきまして、委員会の所掌事項につ

きまして定めておりまして、町長の諮問に応じて必要な事項を調査検討し、その結果

を町長に答申するものでございまして、１号で行財政改革の実施状況の評価及び進行

管理に関する事項。２号でその他行財政改革の推進に関する事項について調査検討す
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ることにしております。２項で委員会は、前項に規定する事務を処理するほか行財政

改革の推進に関する重要事項について、町長に意見を述べることができるというふう

に定めております。第３条で組織につきまして定めておりまして、委員会は１５人以

内の委員で組織をすることとしております２項で委員には、次に掲げるもののうちか

ら町長が委嘱するということで、１号各種団体の推薦するもの。２号識見を有するも

の。３号その他町長が適当と認めるものというふうに定めております。第４条につき

ましては、任期について定めておりまして、２年としております。第５条で会長につ

いて定めておりまして、委員会に会長をおき、その会長は委員の互選によって定める

こととなっております。第６条で会議につきまして、規定をしておりまして、会議は

会長が招集し、その議長となるというふうに定めております。そのページの裏面をご

覧下さい。第７条では意見の聴取について規定をしておりまして、委員以外の者を出

席させて意見を聴くことができるというふうに定めております。第８条で庶務につい

ては、総務課において処理することを規定しております。第９条で報酬及び費用弁償

につきましては、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例を適用することとしております。第１０条で委任につきましては、その条例に定

めるほか、委員会に必要な事項は、町長が別に定めるものでございます。附則。この

条例は、公布の日から施行する。提案理由でございますが、基礎的地方自治体の行政

サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという

観点から、本町においても１月１日に合併をしたところであるが、長引く不況による

税収の落ち込みや三位一体の改革による国庫補助負担金の廃止縮減及び地方交付税の

抑制等により歳入が落ち込む中で、今後の本町の財政状況は推測不可能な状況にあり

ます。このような状況を克服し、今後ますます進む少子高齢化の時代に、これまでと

同様の町政運営を維持していくためには、従来の発想を転換し、その行政システムを

持続可能なものに変えていかなければなりません。それには現行のシステムを抜本的

に見直し、大胆な行革を断行する必要があります。そこで、合併後の行財政改革大綱

を策定するにあたり、その諮問機関として設置をするものでございます。平成１７年

２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。はい、玉井君。 
○１７番（玉井啓補君） １点だけお尋ねいたします。この３条で委員は１５人以内

で組織するということでございますが、中身で各種団体の推薦する者、識見を有する

者、その他町長が適当と認める者と３項目ありますが、その他町長が適当と認める者

の中に、議会議員が含まれておるのかどうかを１点だけお尋ねいたします。 
○議長（田室博志君） はい、柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） ただいまの玉井議員さんのご質問にお答えをいたしますが、

特にあの議会議員さんという形での指定はしておりませんが、議会議員さんもこの委

員さんとして、町長が必要と認める場合は委員として委嘱することがあるというふう

にご理解いただいたらと思います。 
○議長（田室博志君） 他にありませんか。 
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[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑を終わります。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。 
よって議案第２号砥部町行財政改革推進委員会設置条例は原案のとおり可決されま

した。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４６ 議案第３号 砥部町政治倫理確立のための長の資産等の 
公開に関する条例 

              （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第４６、議案第３号砥部町政治倫理確立のための長

の資産等の公開に関する条例についてを議題とします。本案について提案理由の説明

を求めます。柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） 議案第３号について説明をさせていただきます。砥部町政

治倫理確立のための長の資産等の公開に関する条例を別紙のように制定する。別紙を

ご覧下さい。本条例につきましては、第１条で趣旨について定めておりますが、上位

法の第７条の規定に基づいて必要な条項を定めたものでございます。第２条では、資

産等報告書等の作成につきまして、町長は任期開始の日から起算して１００日を経過

する日までに、資産等の報告書を作成しなければならないというふうに定めておりま

す。その内容は１号から次のページの１０号までございまして、土地、建物所有を目

的とする地上権又は土地の賃借権。あるいは建物所在、それから床面積、固定資産税

の課税標準額及び相続により取得した場合はその旨。４号では預金、貯金及び郵便貯

金。それから預金、貯金及び郵便貯金の額。５号で金銭信託、金銭信託の元本の額。

６号では有価証券、その種類及び種類ごとの額面金額の総額。７号で自動車、船舶、

飛行機及び美術工芸品。ただし１００万を超えるもの、その種類及び数量。８号では

ゴルフの利用に関する権利、あるいはゴルフ場の名称。９号で貸付金、貸付金の額。

それから１０号で借入金、借入金の額。といったことを報告しなければならないこと

になっております。２項では任期開始の日以後、毎年新たに有することになった資産

にあっては１２月３１日において有するものについて翌年の４月１日から４月３０日

までの間に作成しなければならないというふうに定められております。第３条では所

得等報告書の作成義務についてうたっております。その内容につきましては、１号で

前年分の取得について同年分の所得税が課される場合においては当該所得に係る次に

掲げる金額ということで、アの総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額。

イで租税特別措置法の規定により、他の所得と区分して計算された所得の金額であっ
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て規則で定めるもの。それから２号では、前年中において贈与により取得した財産に

ついて報告義務がございます。それから関連会社と報告書の作成ということで第４条

で規定をしております。第５条では、資産と報告書等の保存及び閲覧ということで何

人も、２項で、何人も町長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及

び資産等補充報告書等を閲覧請求することができるというふうに定めております。第

６条につきましては、委任について定めております。附則で、この条例は、公布の日

から施行すると規定するものでございます。提案理由でございますが、政治倫理の確

立のため国会議員の資産等の公開に関する法律第７条の規定に基づき、町長の資産等

の公開に関し、国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講じるため条例

を制定するものでございます。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以

上で議案第３号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第３号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第３号砥部町政治倫理の確

立のための長の資産等の公開に関する条例は原案のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４７ 議案第４号 砥部町総合計画審議会条例 
（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第４７、議案第４号砥部町総合計画審議会条例につ

いてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。藤田企画課長。 
○企画課長（藤田正純君） 議案第４号につきましてご説明申し上げます。砥部町総

合計画審議会条例の制定につきまして、砥部町総合計画審議会条例を別紙のように制

定する。別紙をご覧下さい。砥部町総合計画審議会条例。設置。第１条でございます

が、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、砥部町総合計画審議会を置く。

第２条では所管事務。第３条では組織をうとっております。委員さんにつきましては

２０名以内をもって組織をいたします。第４条で任期でございますが、審議が終了し

た時に解任されるものとします。第５条で会長及び副会長を置くとなっております。

第６条で会議でございますが、審議会は会長が招集する。第７条でございますが、報

酬及び費用弁償につきましては砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の定めるところによります。第８条は庶務でございますが、企画課

において処理をします。第９条、委任でございますが、町長が必要と認めるときには、
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審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定めるとなっております。附則、この条例

は、平成１７年４月１日から施行する。提案理由でございますが、地方自治法第１３

８条の４第３項の規定により、普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところに

より、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他

の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができるとされており、合併に

伴い総合計画を策定するにあたり、その諮問機関として砥部町総合計画審議会を設置

するものであります。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以上で説明

を終わらさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。はい、４番土居美智子議員。 
○４番（土居美智子君） この中で、第３条で審議会は委員２０名以内をもって組織

し、町長が任命するとあります。この任命ということなんですが、一般の町民、住民

の方に対して、応募する、公募するということは頭にないでしょうか。また、議員の

中からも入れていくという考えがあるでしょうか。質問いたします。 
○議長（田室博志君） 藤田企画課長。 
○企画課長（藤田正純君） ただいまの土居議員さんのご質問でございますが、審議

会の委員につきましては、公募につきましてはご検討をさしていただきます。議員さ

んにつきましては、いままでは議長さん、副議長さん、各委員長さんに就任をしてい

ただいております。以上でございます。 
○議長（田室博志君） 他にありませんか。 
 [質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑を終わります。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第４号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。 
よって議案第４号砥部町総合計画審議会条例は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４８ 議案第５号 砥部町教科書選定委員会条例 
（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第４８、議案第５号砥部町教科書選定委員会条例に

ついてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大西学校教育課長。 
○学校教育課長（大西潤君） 議案第５号砥部町教科書選定委員会条例についてご説

明申し上げます。砥部町教科書選定委員会条例を別紙のように制定するものでありま

す。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。提案理由につきましては、砥

部町立の学校で使用する教科書の採択を円滑に行うため、教科書選定委員会の設置を
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提案するものであります。次のページをご覧になって下さい。砥部町教科書選定委員

会条例の主な点についてご説明いたします。この条例の趣旨につきましては、第１条

において教育関係の法律に基づき砥部町立の学校で使用する教科書について伊予地区

における共同採択を公正かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとしています。 
次に選定委員会の設置につきまして、第２条第１項におきまして、教科書の採択を円

滑に行うため教科書選定委員会を設置すると定め、同条第２項においては教科ごとに

教科書調査部会を設置することを定めています。選定委員会の組織につきましては、

第４条第１項におきまして２０人以内の委員で組織すると定め、同条第２項では学識

経験を有する者、関係教育機関の職員、関係行政機関の職員、学齢にある児童生徒の

保護者のうちから教育委員会が委嘱すると定めています。次のページをご覧になって

ください。選定委員会の庶務でございますが、第９条におきまして学校教育課におい

て処理すると定めております。委員報酬等につきましては第１０条において定めてい

ます。この条例につきましては、平成１７年４月１日から施行するものであります。 
以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第５号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第５号砥部町教科書選定委

員会条例は原案のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４９ 議案第６号 砥部町農業委員会の選挙による委員の定数に 
関する条例 

              （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第４９、議案第６号砥部町農業委員会の選挙による

委員の定数に関する条例についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求

めます。大内農林課長。 
○農林課長（大内久利君） 議案第６号砥部町農業委員会の選挙による委員の定数に

関する条例についてご説明を申し上げます。砥部町農業委員会の選挙による委員の定

数に関する条例を別紙のように制定する。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。提案理由は、農業委員会等に関する法律第７条第１項の規定により、農業委

員会の選挙による委員の定数を条例で定めるにあたり、提案するものであります。別

紙をお願いします。砥部町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例。第１条、
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この条例は、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、砥部町農業委員会の選挙に

よる委員の定数に関する事項を定めるものとする。第２条、農業委員会の選挙による

委員の定数は１３人とする。附則。この条例は、平成１７年７月２０日から施行する。

以上でございます。よろしくご審議の程お願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第６号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第６号砥部町農業委員会の

選挙による委員の定数に関する条例は原案のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５０ 議案第７号 砥部町税条例の一部を改正する条例 
（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第５０、議案第７号砥部町税条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。相田税務課

長。 
○税務課長（相田由紀夫君） 失礼します。議案第７号砥部町税条例の一部を改正す

る条例についてご説明申し上げます。砥部町税条例、平成１７年条例第５４号の一部

を次のように改正する。第５４条、これこのことにつきましては、固定資産税の納税

義務者等についてでございます。続いて７２条中ということでございますが、固定資

産税を申告しなかった者について追徴金を徴収するという項目でございます。この条

例を平成１７年３月７日から施行する。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村

剛志。提案理由でございますが、不動産登記法の改正によりまして、改正施行により

まして土地登記簿及び建物登記簿等の名称が登記簿に改められたものでございます。

このことに伴う、関係法律の整備等に関する法律が平成１７年３月７日から施行され

ますので、条例を改正するものでございます。以上で説明を終わります。ご審議の程

よろしくお願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
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○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第７号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第７号砥部町税条例の一部

を改正する条例は原案のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５１ 議案第８号 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの 
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 
改正する条例 

              （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第５１、議案第８号砥部町の特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。本案について提案理由の説明を求めます。柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） 議案第８号砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明をさしていただきます。 
砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。図書館協議会委員の下に教科書選定委員ということで、１回あたり

６千円を追加をしたものでございます。附則。この条例は平成１７年４月１日から施

行する。提案理由でございますが、先程議案第５号でご議決いただきました砥部町教

科書選定委員会委員に対し、報酬及び費用弁償を支給するため提案をするものでござ

います。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以上、ご審議の程よろし

くお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第８号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第８号砥部町の特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５２ 議案第９号 愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共 
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団体の数の減少について 
追加日程第５３ 議案第１０号 愛媛県市町村職員退職手当組合からの構成団体の脱

退に伴う財産処分について 
追加日程第５４ 議案第１１号 愛媛県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の

数の減少について 
追加日程第５５ 議案第１２号 愛媛県自治会館管理組合からの構成団体の脱退に伴

う財産処分について 
追加日程第５６ 議案第１３号 愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び愛媛県町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更について 
追加日程第５７ 議案第１４号 愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合からの構成

団体の脱退に伴う財産処分について 
追加日程第５８ 議案第１５号 愛媛県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び組合規約の変更について 
追加日程第５９ 議案第１６号 愛媛県市町村交通災害共済組合からの構成団体の脱

退に伴う財産処分について 
追加日程第６０ 議案第１７号 愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合を組織す

る地方公共団体の数の減少について 
追加日程第６１ 議案第１８号 愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合からの構

成団体の脱退に伴う財産処分について 
       （提案理由の一括説明、質疑、討論、一括採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第５２議案第９号から追加日程第６１議案第１８号

までの合併に伴う市町村等が組織する組合に関する１０件を一括議題とします。 
本案について提案理由の説明を求めます。柳田総務課長。 
○総務課長（柳田穫君） それでは議案第９号から議案第１８号まで一括して説明を

さしていただきます。いずれも提案理由が八幡浜市と保内町の市町村合併に伴い、地

方自治法第２９０条の規定により提案するものでございます。まず、議案第９号でご

ざいますが、愛媛県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少につ

きましてご承認をいただくものでございます。続きまして議案第１０号でございます

が、愛媛県市町村職員退職手当組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分についてご

議決をいただくものでございます。次の議案第１１号につきましては、愛媛県自治会

館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少についてご議決をいただくものでござ

います。続きまして議案第１２号でございますが、愛媛県自治会館管理組合からの構

成団体の脱退に伴う財産処分についてご審議を賜るものでございます。続きまして、

議案第１３号でございますが、愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につき

ましてご審議を賜りご議決をお願いいたします。続きまして議案第１４号でございま

すが、愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分

につきまして提案をさせていただくものでございます。続きまして議案第１５号でご

ざいますが、愛媛県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減少及び
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組合規約の変更についてお願いをするものでございます。続きまして議案第１６号で

は、愛媛県市町村交通災害共済組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分についてお

願いをするものでございます。議案第１７号につきましては、愛媛県消防団員等災害

補償退職報償金組合を組織する地方公共団体の数の減少についてお願いをするもので

ございます。議案第１８号愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合からの構成団体

の脱退に伴う財産処分につきましてお願いをするものでございます。以上、平成１７

年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以上で説明を終わらせていただきます。よ

ろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
討論はありませんか。 
[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第９号から議案第１８号までの合併に伴う市町村等が組織する組合に関する１

０件を一括して採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第９号から議案第１８号ま

での合併に伴う市町村等が組織する組合に関する１０件については、原案のとおり可

決されました。ここでしばらく休憩をいたします。再開は午前１０時２０分の予定で

す。 
 

午前１０時０３分 休憩 
午前１０時１８分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６２ 議案第１９号 工事請負契約の変更契約の締結について 
追加日程第６３ 議案第２０号 工事請負契約の変更契約の締結について 

             （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 再会します。追加日程第６２、議案第１９号工事請負契約の

変更契約の締結について及び追加日程第６３、議案第２０号工事請負契約の変更契約

の締結についてを一括議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。東岡

下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹君） 議案第１９号、議案第２０号についてご説明申し上げ

ます。議案第１９号工事請負契約の変更契約の締結についてご説明申し上げます。次

のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求めるもの

でございます。１．工事名 総津地区（Ｈ１６その１補助分）農業集落排水工事。２．

施行個所 砥部町総津。３．履行期限 平成１７年２月２８日。４．変更履行期限 平
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成１７年３月２５日。５．変更請負額、請負金額、５，７３９万円。６．今回変更に

よる減額 １４１万円。７．請負業者 砥部町玉谷４１１番地。末広工業株式会社 代

表取締役 松永務。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。提案理由でご

ざいますが、総津地区、Ｈ１６その１補助分の農業集落排水工事請負契約の変更契約

を締結をいたしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定により提案するものでございます。続きまして、議案第２０号

工事請負契約の変更契約の締結についてご説明申し上げます。次のとおり工事請負契

約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求めるものでございます。１．

工事名 総津地区（Ｈ１６その２補助分）農業集落排水工事。２．施行個所 砥部町

総津。３．履行期限 平成１７年３月２５日。４．変更請負金額、４，９８１万円。

５．今回変更による増額 ４２４万９千円。６．請負業者 伊予市米湊８１０番地１。

泉建設株式会社 代表取締役 泉正紀。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村

剛志。提案理由でございますが、総津地区、Ｈ１６その２補助分の農業集落排水工事

請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により提案するものでございます。以上で説明を

終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。１８番、三谷喜好君。 
○１８番（三谷喜好君） これ私どもの委員会にもあれすることでございますし、前

回の説明でお尋ねをしたんですけど、この時期に工事請負契約の変更をするというこ

と時点、まー、若干の疑問をもっておりましたんですが、この変更の期限が３月２５

日までにされたということは、この件については、もう一度、私どもも現場を見るな

り、十分な理解を得てでないと、どうも賛成しがたい部分もございます。そこらあた

りを、若干猶予をいただけるようなご配慮ができないものか。あるいはこれ私一人の

考えかもしれませんが、そこらをおはかりを願うとともに、なお、広田地区の議員さ

んが説明ができるようでございましたら、併せてご説明もいただければ幸せでござい

ます。以上。 
○議長（田室博志君） いまの問題に関してでしょうか。東岡下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹君） 三谷議員さんのご質問にお答えをさしていただきます。 

先般の議員懇談会でご説明をさしていただきましたように、ちょうど、まず、議案第

１９号の工事請負契約でございますが、これは第１工区でございまして、工事の区間

内に、先般ご説明さしていただきましたように県道総津中野川線がございまして、そ

の区間内の１０９メートルが台風によりまして、決壊をいたしたというふうなことで

工事ができなくなったということでございます。それとあと、先般、工事区域内に岩

石があるということがわかりまして、その部分を設計変更をするというふうなことで

工期の延長を２月２８日から２５日にさしていただきたいということと、いま申し上

げました二つの理由に基づきまして設計変更の内容を検討いたしました結果、１４１

万円の減額となったものでございます。それと議案第２０号でございますが、この変

更理由につきましても、当初、国の方の１６年度の事業費が国庫補助の内示額を全体

で満たしていないというふうなことで１７年度の工事区間を約６０数メーター前倒し
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をさしていただきまして、管渠の延長をいたしまして、工事の早期完成を図らさせて

いただきたいということで、今回、お願いをいたしたものでございますので、よろし

くご理解賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） これでよろしいでしょうか。１３番、中島博志君。 
○１３番（中島博志君） ただいま、変更理由の説明がございましたが、先程もご意

見がありましたように広田地区からの議員さんのご意見という内容の、ありましたが、

そういう中で、私としては変更理由につきまして、内容についても十分に認識をして

おりません。そういう意味を勘案しまして、やはり砥部の議員さん各位に現場確認と

合わせまして、進捗状況を見ていただくことがこの事業を円滑に進めていく上で大事

なことだと考えております。その上でのご承認をいただきたいと考えております。 
○議長（田室博志君） しばらく休憩をします。 
 

午前１０時２７分 休憩 
午後 １時４１分 再開 

 
○議長（田室博志君） それでは再開をします。質疑はありませんか。 
 [質疑なし] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
討論、採決については１件ずつ行います。議案第１９号工事請負契約の変更契約の

締結について討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第１９号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第１９号工事請負契約の変

更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 
議案第２０号工事請負契約の変更契約の締結について討論を行います。討論はあり

ませんか。 
[討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２０号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２０号工事請負契約の変

更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６４ 議案第２１号 平成１６年度砥部町一般会計当初予算 
追加日程第６５ 議案第２２号 平成１６年度砥部町国民健康保険事業特別会計 
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当初予算 
追加日程第６６ 議案第２３号 平成１６年度砥部町老人保健特別会計当初予算 
追加日程第６７ 議案第２４号 平成１６年度砥部町介護保険事業特別会計当初 

予算 
追加日程第６８ 議案第２５号 平成１６年度砥部町梅野奨学資金特別会計当初 

予算 
追加日程第６９ 議案第２６号 平成１６年度砥部町奨学資金特別会計当初予算 
追加日程第７０ 議案第２７号 平成１６年度砥部町とべの館特別会計当初予算 
追加日程第７１ 議案第２８号 平成１６年度砥部町とべ温泉特別会計当初予算 
追加日程第７２ 議案第２９号 平成１６年度砥部町土地取得特別会計当初予算 
追加日程第７３ 議案第３０号 平成１６年度砥部町農業集落排水特別会計当初 

予算 
追加日程第７４ 議案第３１号 平成１６年度砥部町浄化槽特別会計当初予算 
追加日程第７５ 議案第３２号 平成１６年度砥部町水道事業会計当初予算 
             （提案理由の一括説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第６４議案第２１号から追加日程第７５号議案第３

２号までの平成１６年度当初予算に関する１２件を一括議題とします。本案について

提案理由の説明を求めます。松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉君） 平成１６年度砥部町一般会計予算についてご説明い

たします。お手元の一般会計予算書をお願いいたします。表紙をめくっていただきま

して、議案第２１号平成１６年度砥部町の一般会計の予算は、次に定めるところによ

る。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１億５９０万円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。第３条、地方自治法

第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。第４条、地方自治法第２

３５条の３第２項の規定により一時借入金の借入れの最高額は１０億円と定める。第

５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる事項は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した給料、

職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志です。今

回の予算は、１７年１月から３月までの３カ月間の予算となります。原則としまして、

旧町村で予算化されていたもので、１６年１２月までに執行していない残予算をそれ

ぞれが持ち寄る形で作成しております。１２月までに契約済みであったり、工事が終

わっておりましても、支払が終わっていないものは計上をしております。また、人件

費の関係につきましても、人事異動に伴うものは反映されておりませんので、その点

お含みおきいただきたいと思います。１ページをお開きください。第１表歳入歳出予

算。１歳入ですが、１款町税につきましては３億７，２９５万１千円。２款地方譲与

税につきましては６，８２２万４千円。３款利子割交付金は３１万円。４款配当割交



 33

付金は２８４万円。５款株式等譲渡所得割交付金は２５０万円。６款地方消費税交付

金は３，２００万円。７款自動車取得税交付金は７４０万円。２ページをお願いしま

す。地方交付税は特別交付税を１億２，８３５万１千円。１０款交通安全対策特別交

付金は２１４万７千円。１１款分担金及び負担金は７，０９９万５千円。１２款使用

料及び手数料は１，９５１万６千円。１３款国庫支出金を３億６，４３９万５千円。

１４款県支出金は２億４，１５８万５千円。１５款財産収入は１３３万９千円。１６

款寄附金を３千円見込んでおります。１７款繰入金は４億２，８５７万円でございま

す。１９款諸収入につきましては、２億６，３４７万４千円。最後に町債、２０款町

債を１０億９，９３０万円予定しております。歳入合計３１億５９０万円でございま

す。ここで１７款繰入金以降について若干説明を加えさせていただきます。３０ペー

ジをお願いいたします。１７款繰入金につきましては、１目財政調整基金繰入金を２

億９，４００万円。３目町営住宅建設積立基金繰入金を５００万円。４目ふるさと創

生基金繰入金を１億２，７０５万円予定しております。それから他会計繰入金として

電算システム統合事業に伴う浄化槽特別会計の負担金を２５２万円予定いたしており

ます。次の１９款諸収入についてですが、３４ページをお願いします。真中どころの

雑入節の１雑入でございますが、２億２，７６２万６千円等を目が大きくなっており

ます。このうち旧町村決算余剰金として２億２，７４３万１千円を計上しております。 
この額が１２月末での決算余剰金のうち、今回財源としていれた額です。従来であれ

ば繰越金として取り扱われるわけですが、今回は、この予算が最初の予算となります

ので、決算余剰金として雑入にいれております。なお、この措置につきましては、各

特別会計においても同様の措置をとっております。最後に２０款町税ですが、町債で

すが、１０億９，９３０万と大きくなっております。１目総務債の１節合併推進事業

債は合併に伴う電算統合に係るものです。７，４２０万円借り入れる予定にしており

ます。３５ページの４目災害復旧事業債は、昨年の台風災害によるもので、公共土木

施設で２，８２０万、農業用施設で１，２９０万円としております。６目の借換債に

つきましては、旧砥部町で平成７年、８年度に借り入れました減税補てん債を当初の

借入れ条件に従い一括で借り替えるために再度起債を充てるものです。以上が、歳入

の主な内容となっております。次に歳出についてですが、４ページにお戻り下さい。

１款議会費が２，１１４万９千円。２款総務費４億９，３６５万８千円。３款民生費

３億７，５１８万９千円。４款衛生費２億４３３万７千円。５款労働費３０万円。６

款農林水産業費２億７，６１３万５千円。７款商工費５，６６０万９千円。８款土木

費３億３，１１７万３千円。９款消防費２，３８４万７千円。１０款教育費２億６，

６２９万１千円。次のページをお願いします。１１款災害復旧費１億８，５４７万円。

１２款公債費８億６，１２６万４千円。１３款諸支出金４７万８千円。予備費として

１千万円。歳出合計３１億５９０万円でございます。始めに申しましたように、すで

に旧町村でご審議いただいた予算の残分を持ち寄っております。それに災害復旧事業

のように必要最低限のものを新規としていれております。続きまして、債務負担行為

についてご説明申し上げます。７ページをお願いします。第２表債務負担行為をご覧

ください。債務負担行為は後年度の債務について町が約束をするもので、その設定に

ついては議会の議決が必要です。合併により新町になりましたので、いままでの債務
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負担行為を引き継ぐことになります。そういう意味でここに提出するものでございま

す。県営かんがい事業を含む１１件がございます。最後になりますが、８ページをお

願いいたします。第３表地方債ですが、先程説明しました１６年度借入れ予定の地方

債１０億９，９３０万円の起債の目的、起債方法、上限の利率、償還方法等を定めて

おります。以上で一般会計予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の程お

願いいたします。 
○議長（田室博志君） 山口住民サービス課長。 
○住民サービス課長（山口保子君） それでは議案第２２号と議案第２３号について

ご説明を申し上げます。議案第２２号平成１６年度砥部町国民健康保険事業特別会計

予算についてご説明申し上げます。平成１６年度砥部町の国民健康保険事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、事業勘定の歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ５億７，５３１万８千円、直営診療所施設勘定の歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，１３２万８千円と定める。事業勘定及び直

営診療所施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規

定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定１億５千万円、直営診療所施設勘

定２千万円と定める。歳出予算の流用。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。（２）各項に計上した給料、職員手

当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。それではまず、

事業勘定の方から説明をさせていただきます。１ページの第１表歳入歳出予算でご説

明申し上げます。一般会計と同様、この予算につきましても、１２月の旧町村の決算

以降の残予算について合わせたものでございますが、一部補正をお願いしてあるもの

もございます。まず歳入からご説明いたします。１款国民健康保険税ですが、１億２，

２９３万８千円。２款使用料及び手数料、督促手数料４千円。３款国庫支出金１項の

国庫負担金では１億７，４０４万９千円。国庫補助金８，１３３万７千円。合わせま

して２億５，５３８万６千円。４款の療養給付費交付金１億３，６３７万７千円。５

款１項県負担金４１１万６千円。６款共同事業交付金４７４万円。７款財産収入５万

１千円。８款繰入金、他会計繰入金、一般会計からの繰入金でございますが、４，９

６９万７千円。１０款諸収入、１項の延滞金加算金及び過料の４千円と、次のページ

の２項預金利子５万１千円、３項雑入１９５万４千円。合わせまして２００万９千円。

歳入合計が５億７，５３１万８千円でございます。続きまして３ページの歳出でござ

いますが、１款の総務費１項の総務管理費、２項徴税費、３項運営協議会費合わせま

して６５０万７千円。２款の保険給付費ですが、１項療養諸費、２項高額療養費、３

項出産育児諸費、４項葬祭諸費合わせまして保険給付費で３億９，１９０万５千円。

３款の老人保健拠出金でございますが１億８１万５千円。４款介護納付金２，５７１

万６千円。５款共同事業拠出金８６５万８千円。６款保険事業費５７２万６千円。７

款公債費２４万８千円。次のページでございますが、８款の諸支出金１項償還金及び
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還付加算金、２項繰出金、合わせまして１，０５０万５千円。９款予備費は２，５２

３万８千円。歳出の合計が５億７，５３１万８千円でございます。それでは続きまし

て施設勘定の説明をさせていただきます。２１ページをお願いいたします。歳入でご

ざいますが、１款診療収入１項入院収入、２項外来収入、３項歯科診療収入、４項そ

の他の診療収入、合わせまして２，９６４万５千円。３款使用料及び手数料１項使用

料、２項手数料、合わせまして５万９千円。８款繰入金１項の他会計繰入金で２５０

万円、２項事業勘定繰入金で９１２万１千円、合わせまして１，１６２万１千円。１

０款の諸収入ですが、預金利子、雑入等で３千円。歳入の合計が４，１３２万８千円

でございます。１ページめくっていただきまして２２ページでございますが、歳出、

１款の総務費１項施設管理費では１，７５０万２千円。２款医療費１項医療費、２項

歯科医療費、３項給食費合わせまして２，３８２万６千円。歳出の合計が４，１３２

万８千円となります。 
続きまして議案第２３号、平成１６年度砥部町老人保健特別会計予算についてご説

明申し上げます。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

６億６，７８８万６千円と定める。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、「第１表歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方自治法第２３５条の

３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１億５千万円と定める。平成

１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。それではこれにつきましても、１ペー

ジの歳入からご説明申し上げます。１款の支払基金交付金が３億８，４６０万５千円。

２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金合わせまして１億６，９７９万１

千円。３款県支出金１項県負担金で６，２６７万１千円。４款繰入金１項他会計繰入

金４，４９８万５千円。６款諸収入、１項の延滞金加算金、２項預金利子、３項雑入、

合わせまして５８３万４千円。歳入の合計が６億６，７８８万６千円でございます。

次に２ページでございますが、歳出でございますが、１款総務費、１項の総務管理費、

２項趣旨普及費、含めまして２２５万７千円。２款医療諸費１項医療諸費６億 
６，４３７万１千円。３款の公債費２４万７千円。４款諸支出金１項償還金１万円。

５款予備費で１００万１千円。歳出の合計が６億６，７８８万６千円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の程、お願いいたします。 
○議長（田室博志君） 松村生きがい推進課長。 
○生きがい推進課長（松村曻二君） 議案第２４号平成１６年度砥部町介護保険事業

特別会計予算についてご説明さしていただきます。第１条、事業勘定の歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ４億８，３０６万３千円、介護サービス事業勘定の歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６５３万１千円と定める。２ 事業勘定及び介

護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表歳入歳出予算」による。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は、事業勘定１億円、介護サービス事業勘定２００万円と

定める。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）保険給付費

の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。それでは事業
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勘定から説明さしていただきます。１ページをお開き願います。今回の予算につきま

しては、一般会計同様、１２月末の決算の残予算を計上いたしておりますが、一部補

正もさせていただいております。それでは歳入からご説明さしていただきます。１款

介護保険料５，９１１万３千円を見込んでおります。２款使用料及び手数料１千円。

３款国庫支出金は１億４，２２４万５千円を見込んでおります。４款支払基金交付金

１億６，５４０万８千円を見込んでおります。５款県支出金７，１７７万１千円を見

込んでおります。６財産収入１千円。７款繰入金これにつきましては、１項の一般会

計繰入金で１，１２０万３千円。２項の基金繰入金で１，３０４万２千円を予定して

おります。９款諸収入２，０２７万９千円を見込んでおりますが、次のページをお開

き下さい。３項の雑入で１２月末に決算をして新町の予算に引き継げる見込み額が２，

０２７万７千円の予定となっております。歳入合計４億８，３０６万３千円でござい

ます。続きまして歳出でございますが、１款総務費におきましては、１，５３９万１

千円を見込んでおります。２款保険給付費で４億６，１７３万４千円。１項の介護サ

ービス等諸費で４億４，６５０万３千円を見込んでおりますが、当初、両町村の当初

の議決されました予算に比べまして、約８千万程度サービス料が増加しておりますの

で、増加いたしております。４款基金積立金４７９万１千円。５款公債費１７万円。

６款諸支出金９７万７千円。歳出合計４億８，３０６万３千円となっております。続

きまして、介護サービス事業勘定を説明させていただきます。１７ページをお願いい

たします。歳入でございますが、介護サービス収入といたしまして４２２万６千円を

見込んでおります。２款繰入金、一般会計からの繰入でございますが、２３０万４千

円。４款諸収入千円。歳入合計６５３万１千円でございます。次のページをお願いい

たします。歳出でございます。１款総務費９万１千円。２款サービス事業費６４４万

円。歳出合計６５３万１千円となっております。これで議案第２４号の説明を終わら

せていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 大西学校教育課長。 
○学校教育課長（大西潤君） 議案第２５号平成１６年度砥部町梅野奨学資金特別会

計予算についてご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７２

万円と定め、款項の区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によるものです。歳出

より説明さしていただきます。２ページをご覧下さい。１款奨学費１項奨学資金費に

おきまして７２万円で、歳出合計７２万円を計上しております。この内訳につきまし

ては１６年度給付の残額分でございます。これの財源につきましては１ページの歳入

をご覧下さい。１款財産収入１項財産運用収入におきまして梅野奨学資金の預金利子

の見込み額１千円。そして４款諸収入１項雑入におきまして奨学費の繰越金７１万９

千円で歳入合計７２万円を計上しております。以上で議案第２５号の説明を終わりま

す。 
続きまして議案第２６号をご覧になって下さい。議案第２６号平成１６年度砥部町

奨学資金特別会計予算についてご説明申し上げます。始めにこの会計につきましては、

旧広田村において高校生、高等専門学校生、大学生に対して奨学資金を貸与する制度

でございまして、旧広田村におきましては、これを特別会計として設置していなかっ

たため、新町におきましては事務処理や管理面等の経理上、他の会計と区分する必要
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があるため、今回、特別会計を設置するものでございます。なお奨学金の貸与につき

ましては、１６年度分は交付済みとなっておりますので、基金費の預金利子費等の見

込み額を計上しております。従いまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１

万２千円と定め、款項の区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によるものです。 
１ページの第１表をご覧下さい。１款財産収入１項財産運用収入におきまして、砥部

町奨学金の預金利子の見込み額１万円。２款１項寄附金におきまして奨学資金の寄附

金の見込み額千円。３款諸収入１項預金利子におきまして運用金の利子の見込み額千

円で歳入合計は１万２千円を見込んで計上しております。次のページをご覧下さい。

歳出でございますが、１款諸支出金１項基金費におきまして、砥部町奨学基金への繰

出金１万２千円で歳出合計１万２千円を計上しております。以上で議案第２６号の説

明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 西崎商工観光課長。 
○商工観光課長（西崎悟君） 議案第２７号平成１６年度砥部町とべの館特別会計に

ついてご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５６９万

４千円と定め、款項の区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によるものでござい

ます。２ページをお願いいたします。１款１項館運営費におきまして館の経営費 
１，５６４万９千円。２款１項基金費におきましてとべの館運営基金積立金４万５千

円。歳出合計１，５６９万４千円でございます。この財源につきましては１ページを

ご覧下さい。１款１項売店収入におきまして３５０万円。２款１項預金利子千円。２

項雑入、これは旧町の１６年度会計の余剰金等で５１７万６千円。３款１項財産運用

収入１万７千円。４款１項基金繰入金、これは改装経費に充当するもので７００万円

でございます。歳入合計１，５６９万４千円を計上しております。以上で議案第２７

号の説明を終わります。 
続きまして、議案第２８号平成１６年度砥部町とべ温泉特別会計予算についてご説

明申し上げます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７７３万８千円と定

め、款項の区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によるものでございます。２ペ

ージをお願いいたします。１款１項温泉運営費におきまして、温泉の経営費１，７７

１万８千円。２款１項基金費におきまして、とべ温泉運営基金積立金２万円。歳出合

計１，７７３万８千円でございます。この財源につきましては、１ページの歳入をご

覧下さい。１款１項事業収入におきまして、１，５２１万６千円。２款１項預金利子

におきまして運用金の利子千円。同じく２項雑入で旧町の１６年度会計からの余剰金

等２５１万７千円。３款１項財産運用収入におきまして、とべ温泉運営基金預金利子

４千円で、歳入合計１，７７３万８千円を計上しております。以上で議案第２８号の

説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志君） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉君） 議案第２９号平成１６年度砥部町土地取得特別会計

予算についてご説明申し上げます。平成１６年度砥部町の土地取得特別会計の予算は

次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６万４

千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。１ページをお願いいたします。歳入の方から申し上げます。諸
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収入ですが、預金利子見込み額として１千円を上げております。雑入１万３千円です

が、旧町の決算余剰金でございます。２款財産収入財産運用収入として５万円を計上

しております。以上、歳入合計６万４千円でございます。２ページをお願いいたしま

す。歳出でございますが、１款公共用地先行取得事業費は１万４千円を計上しており

ますが、予算書等の印刷費でございます。２款諸支出金は基金費として５万円を計上

しております。基金への積立でございます。以上、第２９号議案の説明を終わります。

よろしくご審議の程、お願いいたします。 
○議長（田室博志君） 東岡下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹君） 議案第３０号平成１６年度砥部町農業集落排水特別会

計予算についてご説明申し上げます。平成１６年度砥部町の農業集落排水特別会計の

予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億４，７５８万１千円と定める。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、「第１表歳入歳出予算」による。第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定

により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表地方債」による。一時借入金。第３条、地方自治法第２３５条の３

第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は３００万円と定める。平成１７年

２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。それでは２ページの歳出の方からご説明をさ

していただきます。１款事業費１項農業集落排水事業でございます、１億４，０２７

万４千円。これは広田地区、いわゆる玉谷と大内野の地域で現在、供用開始をいたし

ております処理施設の管理運営費と総津地区で実施いたしております、農業集落排水

事業の工事費でございます。２款公債費１項公債費でございますが５２５万円。３款

の予備費につきましては、２０５万７千円で歳出合計１億４，７５８万１千円となる

ものでございます。 それでは１ページをお願いいたします。歳出に伴います財源と

いたしまして、まず、１款使用料及び手数料１項使用料でございますが、これは玉谷、

大内野地域の６９世帯の１月から３月までの使用料でございまして７２万１千円でご

ざいます。３款国庫支出金で１項国庫補助金でございますが７，２４５万円、これは

総津地区の事業費の国庫補助金でございます。４款県支出金の１項県補助金で２，１

００万円、これは総津地区で実施いたしております集落排水事業の県補助金でござい

ます。５款繰入金１項他会計繰入金で１，４０５万６千円ございまして、一般会計か

らの繰入金でございます。７款諸収入の１項雑入で３５５万４千円でございますが、

これは消費税の還付金と見込んでおるものでございます。８款１項の町債でございま

すが３，５８０万円を見込んでおるものでございます。歳入合計１億４，７５８万１

千円となるものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） 日浦環境保全課長。 
○環境保全課長（日浦昭二君） それでは議案第３１号平成１６年度砥部町浄化槽特

別会計予算について説明をさせていただきます。平成１６年度砥部町の浄化槽特別会

計の予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ３，２８２万７千円と定める。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、「第１表歳入歳出予算」による。１ページをご覧下さい。歳入でございますが、
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１款事業収入３，２４３万８千円を計上してございます。２款使用料及び手数料、督

促手数料として千円を見込んでおります。３款財産収入財産運用収入といたしまして

預金利子を千円見込んでございます。４款繰入金基金繰入金千円を見込んでおります。

５款諸収入でございますが、延滞金、加算金及び過料が千円、預金利子が千円、雑入

といたしまして、これは原材料費の売却料でございますが、３８万４千円を見込んで

ございます。歳入合計が３，２８２万７千円となっております。続きまして２ページ

ですが、歳出です。１款浄化槽点検管理費でございますが、これは職員の人件費、経

常的な経費でございますが、２，４５０万８千円見込んでございます。２款諸支出金

基金費、基金への積立金ですが２００万１千円見込んでおります。３款予備費、予備

費として６３１万８千円を見込んでおります。歳出合計が３，２８２万７千円として

ございます。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） 辻水道課長。 
○水道課長（辻充則君） 議案第３２号平成１６年度砥部町水道事業会計予算につい

てご説明申し上げます。私ども水道事業会計につきましては、企業会計という性格上、

３月分までの収入支出を見込んで計上さしていただいております。第１条、平成１６

年度砥部町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。第２条、業務の予定量

は、次のとおりとする。給水戸数、７，６６０戸。年間給水量、７７万８，５００ト

ン。一日平均給水量８，６５０トン。第３条収益的収入及び支出の予定額は次のとお

りと定める。内容につきまして、まず収入でございますが、第１款上水道事業収益は

９，４３２万３千円で、内訳といたしまして第１項営業収益は９，４０６万８千円で

ございます。主なものは給水収益、給水工事収益、消火栓等の維持管理費でございま

す。第２項営業外収益は、２５万５千円で加入金の見込み額でございます。次に第２

款簡易水道事業収益は１６６万２千円で、内訳といたしまして第１項営業収益は１６

１万円、主に給水収益でございます。第２項営業外収益の５万２千円は加入金の見込

み額でございます。以上、収入合計は９，５９８万５千円でございます。次に支出で

ございますが、第１款上水道事業費用は１億７４５万円で、内訳といたしまして、第

１項営業費用は７，３８４万円で水源地及び配水施設等の維持管理費、受託工事費、

減価償却費等でございます。第２項営業外費用の３，２１１万円は企業債の支払利息

並びに消費税でございます。第３項特別損失の１５０万円は不納欠損の見込み額でご

ざいます。２ページをお開け下さい。第２款簡易水道事業費用は３７８万４千円で、

内訳といたしまして第１項営業費用は２５３万８千円で万年、広田地区簡易水道の維

持管理経費でございます。第２項営業外費用の１２４万６千円は、広田地区簡易水道

の企業債の支払利息でございます。以上支出合計は１億１，１２３万４千円でござい

ます。今回収益的収支で１，５２４万９千円の赤字予算となっておりますが、これは

３月期決算時におきまして、企業債等の支払利息等の払いがございますので、赤字予

算となっておりますが、１２月決算時期におきまして、４，４６５万の当年度純利益

を育んでおります。３月期を通年いたしますと約３千万円程度の純利益を見込んでお

ります。第４条資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。資本的収入額は、

資本的支出額に対し不足する額、４，０３４万６千円は過年度損益勘定留保資金４，

０３４万６千円で補てんするものとする。まず、収入でございますが、第１款上水道
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資本的収入は１７０万１千円で、内訳といたしまして第１項負担金の１７０万円は消

火栓の新設改良に伴う一般会計からの負担金でございます。第２項工事負担金の１千

円は見込み額。第２款簡易水道資本的収入第１項負担金の１千円は見込み額でござい

まして、収入合計は１７０万２千円でございます。次に支出でございますが、第１款

上水道資本的支出は４，０６５万４千円で内訳といたしまして第１項建設改良費は９

４２万円、これの主なものは国道３３号の拡張工事に伴う千足地区の配水管布設替工

事、また職員の人件費でございます。第２項企業債償還金は３，１２３万４千円でご

ざいます。第２款簡易水道資本的支出第２項企業債償還金の１３９万４千円は広田地

区簡易水道の企業債償還金でございます。以上、支出合計は４，２０４万８千円でご

ざいます。第５条、一時借入金の限度額は２億円と定める。第６条、次に掲げる経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。職員給与費７８０万１千円。第７条、たな卸資産購入限度額

は、２千万円と定める。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。以上で説

明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。１７番、玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補君） １６年度一般会計予算で馴染みが薄い項目があるので、ち

ょっとお尋ねいたしたいと思いますが、ページ数でいきますと４７ページの１５の地

域情報化推進費の中に１９の負担金補助及び交付金、新世代地域ケーブルというのが

ございますが、これ広田村のでしょうか。そこ、もう少し詳しく説明いただいたらと

思います。 
 それともう１点ですが、８１ページの、あっ、ごめん８０ページの１５の区分、節

の１５の工事請負費の建設工事の中でごみ固形燃料化施設設備追加工事というのが 
載っているようなんですが、この点も詳しくちょっと説明いただいたらと思います。

以上。 
○議長（田室博志君） 藤田企画課長。 
○企画課長（藤田正純君） ただいま玉井議員さんのご質問のございました、４７ペ

ージの１５目の地域情報化推進費の中で、１９の負担金補助及び交付金、新世代地域

ケーブルテレビ施設整備事業費の補助金でございますが、これはあの愛媛ＣＡＴＶが

行っておりますケーブルテレビの補助金でございまして、砥部小校区、宮内小校区で

工事を行った分の工事に対する補助金でございます。以上でございます。 
○議長（田室博志君） 日浦環境保全課長。 
○環境保全課長（日浦昭二君） 失礼いたします。玉井議員さんよりご質問がござい

ました、８０ページごみ固形燃料化施設設備追加工事でございますが、これにつきま

しては、ＲＤＦの改良工事でございまして、三重県でＲＤＦ施設のあーいう事故がご

ざいまして、そういう関係で、砥部町のＲＤＦの施設につきましても、破砕機、維持

破砕機のところに一応あの爆風の逃がし口を取り付ける工事を、国庫補助事業で行う

もので、予算化したものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いします。 
○議長（田室博志君） １７番玉井啓補君。 
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○１７番（玉井啓補君） ケーブルテレビの補助金というようなことで説明があった

んですが、これ、ずっと初めの記憶がないんですが、初めの時いよいよ補助金という

のが単価が少なかったんが、順々にあがって１，７００万円というような膨大な単価

でございますが、その経過を、なんでこなに、このように補助金、交付金が増えたの

かちょっと説明していただいたらと思います。 
○議長（田室博志君） 藤田企画課長。 
○企画課長（藤田正純君） ただいまの玉井議員さんのご質問にお答えをいたします。 
このケーブルテレビにつきましては、１６年度に砥部、宮内小学校区、で１７年度に

麻生小校区を整備するものでございまして、この１６年度で計画をいたしております

整備工事に対しまして、事業費が１億３，８００万ぐらいの事業費になるわけでござ

いますが、これのうち８分の１の、を町が助成するものでございます。また、この愛

媛ＣＡＴＶにつきましては、第３セクターとして町も出資をいたしておる会社でござ

います。以上で説明を終わらさせていただきます。 
○議長（田室博志君） はい、１７番玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補君） 記憶が少なく、一番初め１６年度ですか、１５年度かしら

んに提案があった時は、５という数字は覚えておるんですが、ちょっとピンとこん。

５００万円でいうようなことと記憶しかないんですが、これは来年度砥部町の麻生校

区の方についてもやっぱり８分の１の補助というのはちょっと私の聞き間違い、記憶

がないんですが、こういうようなことを契約されたということで、今年度砥部、宮内

がやって、来年度は麻生校区ですが、それについても８分の１の負担金をだすという

ことですか。 
○議長（田室博志君） 藤田企画課長。 
○企画課長（藤田正純君） ただいまの玉井啓補議員さんのご質問でございますが、

麻生小校区につきましても同じ率になります。その場合、麻生小校区で市街化区域に

つきましては、同じく８分の１になりますが、市街化調整区域につきましては、８分

の２という予定でございます。これにつきましては、調整区域につきましては世帯が

散在しておる関係で工事費がかなり掛かるということでございます。以上で説明を終

わらさせていただきます。 
○議長（田室博志君） 他にないですか。 
[質疑なし] 
○議長（田室博志君） それでは質疑を終わります。 
討論、採決については１件ずつ行います。議案第２１号平成１６年度砥部町一般会

計当初予算について討論を行います。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２１号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２１号平成１６年度砥部

町一般会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
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議案第２２号平成１６年度砥部町国民健康保険事業特別会計当初予算について討論

を行います。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２２号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２２号平成１６年度砥部

町国民健康保険事業特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２３号平成１６年度砥部町老人保健特別会計当初予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２３号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２３号平成１６年度砥部

町老人保健特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２４号平成１６年度砥部町介護保険事業特別会計当初予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２４号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２４号平成１６年度砥部

町介護保険事業特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２５号平成１６年度砥部町梅野奨学資金特別会計当初予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２５号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２５号平成１６年度砥部

町梅野奨学資金特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２６号平成１６年度砥部町奨学資金特別会計当初予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
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議案第２６号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２６号平成１６年度砥部

町奨学資金特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２７号平成１６年度砥部町とべの館特別会計当初予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２７号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２７号平成１６年度砥部

町とべの館特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２８号平成１６年度砥部町とべ温泉特別会計当初予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２８号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２８号平成１６年度砥部

町とべ温泉特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第２９号平成１６年度砥部町土地取得特別会計当初予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第２９号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第２９号平成１６年度砥部

町土地取得特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第３０号平成１６年度砥部町農業集落排水特別会計当初予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第３０号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第３０号平成１６年度砥部
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町農業集落排水特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第３１号平成１６年度砥部町浄化槽特別会計当初予算について討論を行います。

討論はありませんか。１７番玉井議員さん。 
○１７番（玉井啓補君） 質問。 
○議長（田室博志君） 討論です、質問は先程終わりました。 
○１７番（玉井啓補君） 一括だったんですか。ほなら３回しか言えん制約があるん

ですが、これ全部ひっくるめての３回の質問しかないいうことですか。各項目で採決

になったら。 
○議長（田室博志君） あの、先程申し上げましたように一括で質問を受けておりま

す。そういったことで、質問回数については、一括ですから。討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第３１号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第３１号平成１６年度砥部

町浄化槽特別会計当初予算については、原案のとおり可決されました。 
議案第３２号平成１６年度砥部町水道事業会計当初予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
 [討論なし] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
議案第３２号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議案第３２号平成１６年度砥部

町水道事業会計当初予算については、原案のとおり可決されました。ここでしばらく

休憩をいたします。休憩時間を利用して全員協議会を開催いたします。 
 

午後 ２時４５分 休憩 
午後 ３時４３分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７６ 同意第１号 砥部町監査委員の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） それでは再開します。同意第１号から同意第１１号までの 
１１件について、差し替えをお願いします。 
追加日程第７６、同意第１号砥部町監査委員の選任についてを議題とします。提出

者の説明を求めます。はい、中村町長。 
○町長（中村剛志君） 同意第１号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町

監査委員に選任することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６
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条第１項の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町高尾田１１７３番

地２３。氏名、大西容介。生年月日、昭和２４年１月１０日。平成１７年２月１６日

提出。砥部町長 中村剛志。よろしくお願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第１号砥部町監査委員の選

任については同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７７ 同意第２号 砥部町監査委員の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第７７、同意第２号砥部町監査委員の選任について

を議題とします。地方自治法第１１７条の規定により山本典男君の退場を求めます。 
[山本典男君退場] 
提出者の説明を求めます。中村町長。 

○町長（中村剛志君） 同意第２号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町

監査委員に選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会

の同意を求める。住所、伊予郡砥部町大南７４１番地。氏名、山本典男。生年月日、

昭和２０年１０月６日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。よろしく

お願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第２号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第２号砥部町監査委員の選

任については同意することに決定いたしました。 
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[山本典男君入場] 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７８ 同意第３号 砥部町教育委員会委員の任命について 
追加日程第７９ 同意第４号 砥部町教育委員会委員の任命について 
追加日程第８０ 同意第５号 砥部町教育委員会委員の任命について 
追加日程第８１ 同意第６号 砥部町教育委員会委員の任命について 
追加日程第８２ 同意第７号 砥部町教育委員会委員の任命について 

（提出者の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第７８、同意第３号から追加日程第８２、同意第７

号までの砥部町教育委員会委員の任命について５件を一括議題とします。提出者の説

明を求めます。はい、中村町長。 
○町長（中村剛志君） 同意第３号から第７号の砥部町教育委員会委員の任命につい

て。次の者を砥部町教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡

砥部町麻生２５４番地。氏名、佐野弘明。生年月日、昭和２２年３月２８日。平成１

７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。 
第４号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教育委員会委員に

任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町総津１５９番地２。氏名、中田

直子。生年月日、昭和２３年９月１６日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。 
同意第５号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教育委員会委

員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町北川毛８４３番地。氏名、

射場泰。生年月日、昭和１３年９月９日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。 
同意第６号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教育委員会委

員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町麻生７６番地。氏名、柳田

尚。生年月日、昭和１２年１０月７日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村

剛志。 
同意第７号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教育委員会委

員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町宮内１８８５番地９９。氏

名、高野忠夫。生年月日、昭和２年４月１日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 

中村剛志。以上、よろしくお願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
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○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第３号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第３号砥部町教育委員会委

員の任命については、同意することに決定しました。 
同意第４号の採決を行います。もとい、同意第 4 号の採決を行います。本案は、原

案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第４号砥部町教育委員会委

員の任命については、同意することに決定しました。 
同意第５号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第５号砥部町教育委員会委

員の任命については、同意することに決定しました。 
同意第６号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第６号砥部町教育委員会委

員の任命については、同意することに決定しました。 
同意第７号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第７号砥部町教育委員会委

員の任命については、同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８３ 同意第８号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
追加日程第８４ 同意第９号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
追加日程第８５ 同意第１０号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
追加日程第８６ 同意第１１号 砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（提出者の説明、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志君） 追加日程第８３、同意第８号から追加日程第８６、同意第 
１１号までの砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について４件を一括議題とし

ます。提出者の説明を求めます。はい、中村町長。 
○町長（中村剛志君） 同意第８号砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任につい
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て。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法

第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町大南４６

５番地。氏名、山田一成。生年月日、昭和７年２月１日。平成１７年２月１６日提出。

砥部町長 中村剛志。 
同意第９号砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町固

定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第４２３条第３項の規

定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町高市１６６０番地。氏名、亀松

岩雄。生年月日、昭和１３年１２月１５日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。 
同意第１０号砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町

固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町三角１１５番地２。氏名、渡

邉操。生年月日、昭和１３年８月１８日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。 
同意第１１号砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町

固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求める。住所、伊予郡砥部町大角蔵１０３番地。氏名、竹

内信也。生年月日、昭和１５年８月３０日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中

村剛志。以上です。よろしくお願いします。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第８号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第８号砥部町固定資産評価

審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 
同意第９号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第９号砥部町固定資産評価

審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 
同意第１０号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第１０号砥部町固定資産評
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価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 
同意第１１号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第１１号砥部町固定資産評

価審査委員会委員の選任については、同意することに決定いたしました。ここで暫時

休憩をいたします。休憩時間を利用して、全員協議会を開きます。 
 

午後 ３時５７分 休憩 
午後 ４時３３分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８７ 同意第１２号 砥部町助役の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第８７、同意第１２号砥部町助役の選任についてを

議題とします。提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志君） 同意第１２号砥部町助役の選任について。次の者を砥部町助

役に選任することについて、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求め

る。住所、伊予郡砥部町高尾田６５１番地１。氏名、柳田穫。生年月日、昭和２０年 
１２月１６日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第１２号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第１２号砥部町助役の選任

については、同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８８ 同意第１３号 砥部町収入役の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第８８、同意第１３号砥部町収入役の選任について

を議題とします。提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志君） 同意第１３号砥部町収入役の選任について。次の者を砥部町

収入役に選任することについて、地方自治法第１６８条第７項の規定により、議会の
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同意を求める。住所、伊予郡砥部町万年６１０番地。氏名、佐川秀紀。生年月日、昭

和２５年４月１日。平成１７年２月１６日提出。砥部町長 中村剛志。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
同意第１３号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議あり

ませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって同意第１３号砥部町収入役の選

任については、同意することに決定しました。それでは柳田助役就任のご挨拶をお願

いいたします。 
○助役（柳田穫君） 一言ご挨拶を申し上げます。ただいまは、中村町長のご推挙を

いただき、そして議員の皆様の温かく、そしてご寛大なご配慮をいただきまして、砥

部町助役という重責を勤めさせていただくことになりましたことは誠に光栄であり、

心から感謝を申し上げます。先輩助役の顔ぶれを見ましても、私ごときが到底及ぶも

のでもなく、またその器でもないことを自覚しておりますが、わが町砥部町の反映を

願う気持ちは皆様と同じように強くもっております。これからは町長を助けるという

役目を認識し、厳しい財政状況の中で、行財政改革、そのための職員の意識改革を目

指して、微力ではありますが、一生懸命勤めさせていただきます。どうか今後とも、

ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の言葉に代えさせていた

だきます。どうもありがとうございました。 
○議長（田室博志君） それでは佐川収入役就任のご挨拶をお願いいたします。 
○収入役（佐川秀紀君） ただいまは、収入役という要職に選任をさしていただきま

して、誠に光栄に存じております。私もとより浅学非才でございまして、その器でな

いことは十分認識しておりますけれども、選ばれました以上、誠心誠意努めてまいる

所存でございますので、今後とも議員の皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申

し上げます。本日は誠にありがとうございました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８９ 砥部町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
○議長（田室博志君） 追加日程第８９、砥部町選挙管理委員会委員及び補充員の選

挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行う
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ことに決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しま

した。選挙管理委員会委員には、岡田正勝君、大野文一君、門田厚君、米田健一君。 
以上の方を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました方を、選挙管理委員会委員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました岡田正

勝君、大野文一君、門田厚君、米田健一君。以上の方が選挙管理委員会委員に当選さ

れました。 
選挙管理委員会委員補充員には、次の方を指名します。宇津見レイ子君、嶋田忠利

君、矢野省喜君、大城戸德雄君。以上の方を指名します。 
 おはかりします。ただいま、議長が指名しました方を、選挙管理委員会委員補充員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました、宇津

見レイ子君、嶋田忠利君、矢野省喜君、大城戸德雄君。以上の方が選挙管理委員会委

員補充員に当選されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９０ 砥部町農業委員会委員の推薦について 
○議長（田室博志君） 追加日程第９０、砥部町農業委員会委員の推薦についてを議

題とします。 
おはかりします。議会推薦の農業委員は２人とし、白形洋君、相原利雄君。以上の方

を推薦したいと思います。ご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって議会推薦の農業委員は２人とし、

白形洋君、相原利雄君。以上の方を推進することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９１ 発議第５号 砥部町長の専決事項の指定について 
（趣旨説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志君） 追加日程第９１、発議第５号砥部町長の専決事項の指定につ

いてを議題とします。本案について趣旨説明を求めます。中島博志君。 
○１３番（中島博志君） 発議第５号、砥部町長の専決事項の指定について。上記の

議案を、別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条の規定により提出します。平成１

７年２月１６日。提出者 砥部町議会議員 中島博志。賛成者 砥部町議会議員 平



 52

岡文男。賛成者 砥部町議会議員 山本典男。提案理由の説明を申し上げます。市町

村等で組織する組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し、組合規約を変更

し、又は財産処分をしようとするときは、関係地方公共団体の議会の議決を要する協

議によりこれを定めなければならないが、合併に伴う同様の議案が多数提出されると

予測されるため、町議会の議決がなくても町議会の委任により町長が専決処分できる

よう提案するものであります。以上で終わります。 
○議長（田室博志君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 討論なしと認めます。 
発議第５号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって発議第５号砥部町長の専決事項

の指定については、原案のとおり可決されました。 
おはかりします。各委員長より、閉会中の継続調査の申し出がありましたので、次

期定例会の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項につい

ては議会運営委員会に、常任委員会の所管事務等の調査事項については所管の常任委

員会に、特別委員会の調査事項については特別委員会に、それぞれ付託し、閉会中の

継続調査とすることにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志君） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。これで本日の議事日程は、すべて終了

しました。会議を閉じます。町長のごあいさつをお願いします。中村町長。 

○町長（中村剛志君） 閉会にあたり一言お礼を申し上げます。本臨時会において、

新しく正副議長さんが誕生いたしました。そして委員会の体制も整えられ、いよいよ

とべ丸が本格的に出航できますことは、私にとりましても大変ありがたく、心強く感

じると同時に、田室博志議長、中島博志副議長のご就任を心からお祝い申し上げます。 

これからの地方自治は、地方分権という大きい課題の基で、財政問題や少子高齢化や

情報化、環境問題、国際化など多くの課題に直面しておりますが、これらを一つひと

つ解決する上で、なによりも旧広田村と砥部町がひと時も早く、身も心も一体化し、

一つの町として正しく機能する事がなにより大切であると考えております。どうか議

員の皆様の今後一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。また提案をしておりま

した案件につきご審議も賜り、全議案のご承認をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。平成１７年もスタートしたところであります。いま、抱えております、

数多くの課題を議員の皆様と共に協力しながら解決してまいりたいと思いますのでよ
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ろしくお願い申し上げます。椿祭りを向かえ、次第に春めいてくると思いますが、ま

だまだ厳しい寒さが続くと思います。お体には十分気を付けられ、お元気でご活躍い

ただきますようお願い申し上げまして閉会のご挨拶ならびにお礼のご挨拶とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（田室博志君） 以上をもって、平成１７年第１回砥部町議会臨時会を閉会い

たします。 

 
午後 ４時４６分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明

するためここに署名する。 
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